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①基本的な考え方

■立地適正化計画における目標値とは
　　立地適正化計画は、概ね20年後の都市の姿を展望して策定される計画ですが、おおむね５年ごとに施
策の実施の状況についての調査、分析及び評価を行うよう努める必要があります。
　　そのため、立地適正化計画の必要性・妥当性を住民等の関係者に客観的かつ定量的に提示するととも
に、PDCAサイクルが適切に機能する計画とするため、評価指標及びその目標値を設定することが重要で
す。

■評価指標の設定

　　評価指標は、「まちづくりの方針（ターゲット）｣、
｢目指すべき都市の骨格構造｣の実現に向けて位
置づけた「誘導施策」の取組効果が評価できる
ように設定します。
　　立地適正化計画の取組を通じて期待される直
接的な効果を考えると、評価指標としては居住及
び都市機能の誘導状況が評価できるものが考
えられます（直接指標）。
　　一方、コンパクト・プラス・ネットワークのまちづ
くりを通じて施策効果の発現が期待される公共
交通の利便性の向上や防災性の向上、財政の
健全化、土地利用の適正化等についても評価指
標とすることが考えられます（間接指標）。

出典：立地適正化計画の手引き【基本編】 より
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■評価指標の検討に係る留意点
　　評価指標は継続的なモニタリングが求められるため、設定にあたっては以下の点に留意が必要です。

1）目標や施策と紐づいた指標
　　目標や施策と紐づく指標を設定し、発現した効果や都市の体質の改善状況を把握することが可能な指標
とする必要があります。 この際、施策（事業）の実施量ではなく、施策（事業）の実施により期待する効果を表
す指標とする必要があります。

2）これまでの動向から一定の将来予測が可能な指標
　　過去の複数時点のデータがあり、これまでの動向から一定の将来予測が可能であり、これを踏まえて目標
としての数値を設定しやすい指標とする必要があります。

3）今後も継続的に把握できる指標 
　　立地適正化計画をPDCAサイクルで適切に運用していくためには、設定した評価指標のデータが５年後、
10年後にも入手可能であり、同一のデータソース（調査の方法や対象が不変のデータ）を用いることで施策
の効果をとらえることができる必要があります。 

4）定義や手法等が明確であり、再現性がある指標
　　目標値の設定にあたり、データを集計処理したり、複数のデータを掛け合わせて演算処理したりする場合
は、原典データの定義（資料名称、調査方法等）や処理手順等を明確にしておく必要があります。 


